
協
働
ま
ち
づ
く
り
課
1
66
◆

1
1
7
9

ま
ち
づ
く
り
び
と
賀
詞
交
歓
会

（
平
成
28
年
度
助
成
金
団
体
情
報
交
換
会
）

日
頃
、
蒲
郡
の
ま
ち
づ
く
り
に

尽
力
さ
れ
て
い
る「
ま
ち
づ
く
り

び
と
」の
皆
さ
ん
と
新
年
を
祝
い
、

親
睦
を
深
め
ま
せ
ん
か
。

と　

き　

1
月
14
日
㈯

　

午
後
1
時
30
分
〜

と
こ
ろ　

市
民
会
館　

1
階
大
会

議
室

ゲ
ス
ト　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
志
民
連
い

ち
の
み
や

　

理
事
長　

星
野
博

申
し
込
み
・
問
合
先　

1
月
10
日

㈫
ま
で
に
参
加
申
込
書
を
直
接

が
ま
ご
お
り
市
民
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
（
勤
労
福
祉
会
館
2

階
☎
69
◆

５
３
８
０
）へ
。

※
日
・
月
曜
日
を
除
く

協
働
ま
ち
づ
く
り
課
1
66
◆

1
1
7
9

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
つ
り
＆

居
場
所
フ
ェ
ス
タ
同
時
開
催

と　

き　

2
月
4
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時
30
分

と
こ
ろ　

市
民
会
館　

東
ホ
ー
ル

ほ
か

参
加
費　

無
料

第
1
部　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
つ
り

市
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
17
団
体
に

よ
る
展
示
・
体
験
ブ
ー
ス
、
ス
テ

ー
ジ
発
表　

ほ
か

問
合
先　

社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
69
◆

３
９
１
１

第
2
部　

居
場
所
フ
ェ
ス
タ

・
協
働
モ
デ
ル
事
業「
居
場
所
づ

く
り
」事
例
発
表

・
井
戸
端
会
議（
地
域
ご
と
で
交

流
会
議
）

問
合
先　

が
ま
ご
お
り
市
民
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー

　

☎
69
◆

５
３
８
０

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

発
達
障
が
い
の
あ
る
方
の

保
護
者
お
し
ゃ
べ
り
会

子
育
て
で
生
じ
る
悩
み
な
ど
を

同
じ
立
場
の
参
加
者
と
お
し
ゃ
べ

り
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

と　

き　

2
月
26
日
㈰

　

午
後
1
時
〜
3
時

と
こ
ろ　

勤
労
福
祉
会
館

参
加
費　

500
円

定　

員　

10
人

申
し
込
み　

2
月
23
日
㈭
ま
で
に

電
話
で
発
達
障
が
い
者
地
域
自

立
支
援
の
会
グ
ロ
ー
ア
ッ
プ　

福
田（
☎
０
５
３
２
◆

75
◆

１
３

４
２
）へ
。

はじめの一歩部門（1団体2回まで） ほとばしる情熱支援部門
助成額（1事業あたり） 1～10万円 10～100万円
審査方法 書類審査、面接審査（2月26日㈰）　 書類審査、公開審査会（2月26日㈰）

制度説明会
1月14日㈯午前10時～ 市民会館大会議室
1月17日㈫午後7時～  がまごおり市民まち

づくりセンター

1月14日㈯午前10時～ 市民会館大会議室
1月18日㈬午後7時～  がまごおり市民まち

づくりセンター

申し込み期限 2月8日㈬まで 2月1日㈬まで
助成対象事業　 平成29年4月1日～平成30年3月30日に実施する、市の財源による他の補助金などを受け

ていない活動
応募要件　活動拠点が市内にあり、規約・会則などを持つ3人以上で構成される団体
申し込み　 1月4日（水）～申し込み期限までに申込書（がまごおり市民まちづくりセンター・市ホームページ

にあります）と必要書類を直接がまごおり市民まちづくりセンター（勤労福祉会館2階）へ。
個別相談（要予約）　 午前10時～午後5時に、がまごおり市民まちづくりセンター（☎69◆5380）で受け付け

ます。※日・月曜日を除く。
その他　助成金交付が決定した事業は、情報交換会と、事業完了後報告会があります。

がまごおり協働のまちづくりに参加しませんか

市民企画公募まちづくり事業助成金

協働まちづくり課  ☎66◆1179

2017.1

20

警
察
署
便
り

　

蒲
郡
警
察
署 

☎
68
◆

0
1
1
0

事
件
・
事
故　

緊
急
事
案
は
110
番

〜
警
察
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

♯
９
１
１
０
〜

◆ 

110
番
は
緊
急
通
報
専
用
電
話

　

事
件
解
決
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
す

ば
や
い
通
報
に
あ
り
ま
す
。
次
の
よ

う
な
と
き
は
、
迷
わ
ず
、
落
ち
着
い

て
、
す
ぐ
に
110
番
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
強
盗
被
害
に
あ
っ
た
。

○
ド
ロ
ボ
ウ
に
入
ら
れ
た
。

○
ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
っ
た
。

○ 

見
か
け
な
い
人
が
、
家
の
中
を
の

ぞ
い
て
い
る
。

○ 

指
名
手
配
犯
人
に
よ
く
似
た
人
を

見
か
け
た
。

○
ひ
き
逃
げ
事
故
に
あ
っ
た
。

○
事
件
現
場
・
犯
人
を
目
撃
し
た
。

◆
警
察
相
談
専
用
電
話
は

　
「
＃
９
１
１
０
」

　

緊
急
性
の
な
い
相
談
な
ど
は
、
警

察
相
談
専
用
電
話
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
＃
9
1
1
0
を
プ
ッ
シ
ュ
す
れ

ば
、
愛
知
県
警
察
本
部
の
住
民
コ
ー

ナ
ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ダ
イ
ヤ
ル

回
線
の
場
合
は
、
☎
052
◆

953
◆

９
１
１
０
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。
開

設
時
間
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）の
午
前

9
時
か
ら
午
後
5
時
で
す
。


